
JP 2012-148499 A 2012.8.9

(57)【要約】
【課題】捲るページの剛性による影響を抑え、ページ捲
りの信頼性を向上させたページ捲りユニットを提供する
。
【解決手段】ページ捲りローラ５１は、回転中心を重心
からずらした偏心ローラである。また、ページ捲り位置
における、搬送路の他方の面側には、冊子の搬送方向に
対して垂直な方向を軸にして回動自在に受け部材５３が
取り付けられている。この受け部材５３は、搬送機構に
よって、ページ捲り位置に搬送されてきた開いた状態の
冊子を受ける。ページ捲りローラ５１は、１回転したと
きに、一部の回転範囲で冊子に当接し、押圧する。この
押圧により、受け部材５３が回動し、冊子が捲りローラ
の当接位置の回転方向に傾斜する。これにより、捲りロ
ーラ５１が、当接位置において、冊子のページを捲り上
げる方向に力を加える。したがって、捲るページの剛性
による影響を抑え、ページの捲りの信頼性を向上させる
ことができる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開いた状態の冊子を搬送路に沿って搬送する搬送機構と、
　前記搬送機構により前記搬送路に沿って、ページ捲り位置に搬送されてきた開いた状態
の冊子のページを捲る捲り機構と、を備え、
　前記搬送機構は、開いた状態の冊子を挟持する一対の搬送ローラを前記搬送路に沿って
複数組並べ、
　前記捲り機構は、
　　前記ページ捲り位置における、前記搬送路の一方の面側に、冊子の搬送方向に対して
垂直な方向を軸にして回転自在に取り付けたページ捲りローラと、
　　前記ページ捲り位置における、前記搬送路の他方の面側に冊子の搬送方向に対して垂
直な方向を軸にして、回動自在に取り付け、前記搬送機構によって前記ページ捲り位置に
搬送されてきた開いた状態の冊子を受ける受け部材と、を有し、
　　前記ページ捲りローラは、回転中心を重心からずらした偏心ローラである、
　ページ捲りユニット。
【請求項２】
　前記捲り機構は、
　　前記受け部材の回動軸を挟んで、前記ページ捲りローラの回転軸の反対側に、前記搬
送路の他方の面側から、この搬送路に突出する押し上げ部材を有する、
　請求項１に記載のページ捲りユニット。
【請求項３】
　前記押し上げ部材は、前記受け部材に一体的に形成しており、この受け部材の回動にと
もなって、前記搬送路に突出する、
　請求項２に記載のページ捲りユニット。
【請求項４】
　該当する口座に対する取引の内容を通帳に記帳する印字部を備えた記帳装置において、
　開いた状態の通帳を搬送路に沿って搬送する搬送機構と、
　前記搬送機構により前記搬送路に沿って、ページ捲り位置に搬送されてきた開いた状態
の通帳のページを捲る捲り機構と、を備え、
　前記搬送機構は、開いた状態の通帳を挟持する一対の搬送ローラを前記搬送路に沿って
複数組並べ、
　捲り機構は、
　　前記ページ捲り位置における、前記搬送路の一方の面側に、通帳の搬送方向に対して
垂直な方向を軸にして回転自在に取り付けたページ捲りローラと、
　　前記ページ捲り位置における、前記搬送路の他方の面側に通帳の搬送方向に対して垂
直な方向を軸にして、回動自在に取り付け、前記搬送機構によって前記ページ捲り位置に
搬送されてきた開いた状態の通帳を受ける受け部材と、を有し、
　　前記ページ捲りローラは、回転中心を重心からずらした偏心ローラである、
　記帳装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開いた状態で搬送している冊子のページを捲るページ捲りユニット、および
取引内容を通帳に記帳する記帳装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行等の金融機関では、開設されている口座毎に、その口座に対して行われた取
引の内容を記帳する通帳を発行している。通帳への取引内容の記帳は、記帳機で行われて
いる。
【０００３】
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　利用者は、通帳を、取引内容の記帳を開始するページを開いた状態で、記帳機の通帳挿
入口に挿入する。記帳機は、挿入された通帳を印字位置に搬送し、その通帳が該当する口
座について、取引内容が未印字である取引毎に、上位装置から取引内容を取得する。記帳
機は、取得した取引内容を通帳に記帳（印字）する。また、また、記帳機は、取引内容を
記帳しているときに、記帳しているページの最終行に、取引内容を印字すると、その通帳
をページ捲り位置に搬送し、当該通帳のページを１枚捲る。すなわち、取引内容を記帳す
るページを次ページに更新する。その後、記帳機は、通帳を印字位置に戻し、取引内容の
記帳を再開する。
【０００４】
　ページ捲り位置には、ページ捲りユニットが設けられている。ページ捲りユニットは、
捲りローラをページ捲り位置に設けている。この捲りローラは、回転軸を重心からずらし
た偏心ローラであり、回転させることにより、その一部が通帳の開かれているページの表
面に当接する。ページ捲りユニットは、捲りローラを回転させることで、この捲りローラ
が当接するページを捲り上げ、この捲り上げたページを反対側に倒す。
【０００５】
　また、ページ捲りユニットは、ページ捲り位置において、捲りローラにより捲り上げら
れるページが１枚になるように、通帳のページを捲り方向に撓ませる構成を設けることが
提案されている（特許文献１等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２９７１４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来のページ捲りユニットは、捲りローラが当接しているページに対し
て、このページを背山側に押し出す方向（通帳の搬送方向に対して水平な方向）に力を加
える構成であった。すなわち、従来のページ捲りユニットは、捲りローラが当接している
ページに対して、このページを捲り上げる方向に力を加える構成でなかった。このため、
ページ捲りユニットが捲るページの剛性が強いと、ページを捲り上げることができず、ペ
ージ捲りに失敗することがあった。このため、信頼性が十分に確保できていなかった。
【０００８】
　この発明の目的は、捲るページの剛性による影響を抑え、ページ捲りの信頼性を向上さ
せたページ捲りユニット、および記帳装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明のページ捲りユニットは、上記課題を解決し、その目的を達するために、以下
のように構成している。
【００１０】
　搬送機構が、金融機関が発行している通帳等の冊子を、開いた状態で搬送路に沿って搬
送する。搬送機構が開いた状態の冊子を搬送路に沿ってページ捲り位置に搬送し、捲り機
構が、この冊子のページを捲る。
【００１１】
　この捲り機構は、ページ捲り位置における、搬送路の一方の面側に、ページ捲りローラ
を冊子の搬送方向に対して垂直な方向を軸にして回転自在に取り付けている。ページ捲り
ローラは、回転中心を重心からずらした偏心ローラである。また、ページ捲り位置におけ
る、搬送路の他方の面側（ページ捲りローラの反対面側）には、冊子の搬送方向に対して
垂直な方向を軸にして回動自在に受け部材が取り付けられている。この受け部材は、搬送
機構によって、ページ捲り位置に搬送されてきた開いた状態の冊子を受ける。
【００１２】
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　ページ捲りローラは、偏心ローラであるので、１回転させたときに、回転範囲の一部で
冊子に当接し、押圧する。この押圧により、受け部材が回動し、冊子が捲りローラの当接
位置の回転方向に傾斜する。捲りローラは、当接位置において、冊子のページを捲り上げ
る方向に力を加える。したがって、捲るページの剛性による影響を抑え、ページ捲りの信
頼性を向上させることができる。
【００１３】
　また、押し上げ部材が、受け部材の回動軸を挟んで、ページ捲りローラの回転軸の反対
側に、搬送路の他方の面側から、この搬送路に突出するように構成してもよい。特に、押
し上げ部材を、受け部材に一体的に形成し、受け部材の回動にともなって、搬送路に突出
する構成にすればよい。このように構成すれば、ページを捲るときに、冊子を撓ませるこ
とができ、ページ捲りの信頼性を一層向上させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、捲るページの剛性による影響を抑え、ページ捲りの信頼性を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】記帳機の主要部の構成を示すブロック図である。
【図２】記帳機の内部構成を示す概略図である。
【図３】通帳の搬送方向におけるページ捲りユニットの断面図である。
【図４】搬送路上方からのページ捲りユニットの平面図である。
【図５】ページ捲りユニットにおけるページ捲り動作を説明する図である。
【図６】ページ捲りユニットにおけるページ捲り動作を説明する図である。
【図７】ページ捲りユニットにおけるページ捲り動作を説明する図である。
【図８】ページ捲りユニットにおけるページ捲り動作を説明する図である。
【図９】ページ捲りユニットにおけるページ捲り動作を説明する図である。
【図１０】ページ捲りユニットにおけるページ捲り動作を説明する図である。
【図１１】ページ捲りユニットにおけるページ捲り動作を説明する図である。
【図１２】別の例にかかる、通帳の搬送方向におけるページ捲りユニットの断面図である
。
【図１３】別の例にかかる、通帳の搬送方向におけるページ捲りユニットの断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、この発明の実施形態について説明する。
【００１７】
　図１は、記帳機の主要部の構成を示すブロック図である。図２は、この記帳機の内部構
成を示す概略図である。記帳機１は、制御ユニット２と、搬送ユニット３と、印字ユニッ
ト４と、ページ捲りユニット５と、磁気処理ユニット６と、通信ユニット７と、を備えて
いる。
【００１８】
　記帳機１は、銀行等の金融機関が開設された口座に対して発行した通帳に、該口座で行
われた取引の取引内容を記帳する。
【００１９】
　制御ユニット２は、記帳機１本体が備える各ユニットの動作を制御する。
【００２０】
　搬送ユニット３は、通帳挿入口３１に挿入された通帳を、搬送路３２に沿って搬送する
。通帳は、ページを開いた状態で、図２における左右方向に搬送される。また、通帳のペ
ージの捲り方向は、搬送方向と同じ、図２における左右方向である。
【００２１】
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　搬送ユニット３は、一対の搬送ローラ３３（３３ａ、３３ｂ）で通帳を挟持して搬送す
る。一対の搬送ローラ３３は、一方が駆動源により回転駆動される駆動ローラ３３ａであ
り、他方が駆動ローラ３３ａの回転にともなって回転する従動ローラ３３ｂである。一対
の搬送ローラ３３は、搬送路３２に沿って複数並べている。図２では、搬送ローラ３３を
５つ並べた例を示している。隣接する搬送ローラ３３の間隔は、開いた状態で搬送する通
帳の搬送方向の長さよりも短い。したがって、搬送路３２に沿って搬送されている通帳は
、少なくともいずれか１つの搬送ローラ３３に挟持される。
【００２２】
　また、搬送路３２は、搬送している通帳のスキューやジャムを防止し、安定した搬送を
行うために、ガイド（不図示）を有している。このガイドは、搬送路３２を搬送されてい
る通帳の下面を受けるガイド板、上面を覆うガイド板、左右端の位置を規制するガイド板
によって構成される。これらのガイド板は、搬送路３２全体にわたって設けているのでは
なく、搬送ローラ３３の周辺等、通帳の搬送が不安定になりやすい箇所に設けている。
【００２３】
　印字ユニット４は、取引内容を通帳に印字（記帳）する印字ヘッド（不図示）を備えて
いる。印字ヘッドは、搬送路３２に対向して取り付けている。また、印字ユニット４は、
光学センサ（不図示）を備え、通帳のページ毎にバーコードで印刷されているページ番号
の読み取りや、開かれているページにおける取引内容の印字最終行の検出も行える。
【００２４】
　ページ捲りユニット５は、ページ捲り位置に搬送されてきた通帳のページを捲る。この
ページ捲りユニット５の詳細については、後述する。
【００２５】
　磁気処理ユニット６は、通帳挿入口３１に挿入された通帳の背表紙に貼付されている磁
気シートに記録されている口座番号等にかかる磁気データの読み出しや、通帳挿入口３１
への排出時に読み出した口座番号等にかかる磁気データの書き込みを行う磁気ヘッド（不
図示）を有する。
【００２６】
　通信ユニット７は、上位装置との間における通信を制御し、通帳挿入口３１に挿入され
た通帳に対して印字する取引の取引内容を取得する。具体的には、通帳に未印字の取引内
容を上位装置から取得する。
【００２７】
　ここで、ページ捲りユニット５について詳細に説明する。図３は、通帳の搬送方向にお
けるページ捲りユニットの断面図である。図４は、搬送路上方からのページ捲りユニット
の平面図である。図３では、ページ捲り位置に位置する通帳を示している。一方、図４で
は、通帳を示していないとともに、ガイド板５６についても図示を省略している。また、
図４に示す破線は、後述する回動軸５３ａ，５６ａである。図３に示す右側の搬送ローラ
３３は、図２に示す印字ユニット４とページ捲りユニット５との間に位置する搬送ローラ
３３である。また、図３に示す左側の搬送ローラ３３は、図２に示すページ捲りユニット
５の左側に位置する搬送ローラ３３である。
【００２８】
　図３に示すように、ページ捲り位置に位置する通帳の背山は、図３に示す左側の搬送ロ
ーラ３３よりも、さらに左側に位置し、通帳は、この左側の搬送ローラ３３によって挟持
されている（図３に示す右側の搬送ローラ３３は、通帳を挟持していない。）。
【００２９】
　ページ捲りユニット５は、ページ捲り位置に位置する通帳の開かれているページに対向
させて配置した捲りローラ５１を備えている。捲りローラ５１は、断面が長円形状のロー
ラであり、搬送路３２の幅方向に２つ並べて取り付けている。捲りローラ５１は、シャフ
ト５２に取り付けている。捲りローラ５１は、図示するように、回転中心を重心からずら
してシャフト５２に取り付けている。また、捲りローラ５１は、回転中心の反対側の端部
表面に、ゴム等の弾性体を素材とする高摩擦部材５１ａを取り付けている。ページ捲りユ
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ニット５は、このシャフト５２を回転させることにより、捲りローラ５１を回転させる。
シャフト５２を回転させると、捲りローラ５１の回転中心側の端部は搬送路３２に達しな
いが、捲りローラ５１の回転中心の反対側の端部は搬送路３２を貫通する深さまで達する
。
【００３０】
　なお、捲りローラ５１の右側に位置するガイド板には、この捲りローラ５１が回転する
ときに通過する切欠き部が形成されている。
【００３１】
　捲りローラ５１が対向する搬送路３２の下面には、回動自在に取り付けた受け部材５３
が取り付けられている。この受け部材５３の回動軸５３ａは、捲りローラ５１の回転軸（
シャフト５２）よりも左側の搬送ローラ３３側に位置する。上述したように、シャフト５
２を回転させると、捲りローラ５１の回転中心の反対側の端部が搬送路３２を貫通する深
さまで達するので、捲りローラ５１の回転中心の反対側の端部が受け部材５３を押圧し回
動させる。
【００３２】
　なお、受け部材５３は、捲りローラ５１が当接している通帳のページに、ある程度の摩
擦力を作用させられるように、一定角度以上の回動をストッパ（不図示）で制限している
。
【００３３】
　また、受け部材５３は、回動軸５３ａ側の端部に押し上げ部材５４を一体形成している
。この押し上げ部材５４は、断面が「く」の字型であり、受け部材５３の回動により、一
方の端部が搬送路３２を貫通し上方に突出する。
【００３４】
　また、図中に示す５５は、受け部材５３を図３に示す位置に保持するバネであり、捲り
ローラ５１は、このバネ５５の付勢力に抗して受け部材５３を回動させる。すなわち、受
け部材５３は、捲りローラ５１の押圧力により回動し、一体形成されている押し上げ部材
５４が搬送路３２（下側ガイド板に形成した開口部５７）を貫通し上方に突出する。
【００３５】
　さらに、図中に示す５６は、左側の搬送ローラ３３が搬送されてきた通帳の先端を適性
に挟持できるように、設けたガイド板である。このガイド板５６は、軸５６ａに回動自在
に取り付けている。ガイド板５６は、図示していないソレノイド等の駆動部材により、上
方に回動される。
【００３６】
　次に、この記帳機１での記帳処理について説明する。
【００３７】
　利用者は、記帳を開始するページ（この時点で、取引内容が最後に記帳されたページ）
を開いて、通帳挿入口３１に挿入する。搬送ユニット３は、通帳挿入口３１に挿入された
通帳を搬送ローラ３３で挟持し、印字位置に搬送する。
【００３８】
　記帳機１は、印字位置に搬送している通帳の背表紙に貼付されている磁気シートに記録
されている口座番号等のデータを磁気処理ユニット６で読み出す。また、記帳機１は、磁
気処理ユニットで読み出した口座番号の口座について、記帳済でない（未記帳）の取引内
容を上位装置から取得する。未記帳の取引内容の取得は、通信ユニット７における上位装
置との通信により取得する。
【００３９】
　記帳機１は、印字ユニット４で、印字位置に搬送されてきた通帳に対して、上位装置か
ら取得した取引内容の記帳を開始する。記帳機１は、取引内容を記帳しているページの最
終行に取引内容を記帳すると、取引内容の記帳を一時中断し、搬送ユニット３により通帳
をページ捲り位置に搬送する。このとき、ページ捲りユニット５は、図３に示す状態であ
る。
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【００４０】
　ページ捲りユニット５は、まずガイド板５６を上方に回動させる（図５参照）。次に、
ページ捲りユニット５はシャフト５２を回転させる。このシャフト５２の回転にともなっ
て、捲りローラ５１が回転し、高摩擦部材５１ａが通帳の開かれているページに当接する
（図６参照）。さらに、捲りローラ５１が回転すると、受け部材５３が回動軸５３ａを軸
にして下方に回動し、これにともなって押し上げ部材５４が搬送路３２に突出する。この
とき、押し上げ部材５４が、通帳の当接部分を上方に押し上げる（図７参照）。これによ
り、通帳の先端部は、ページを捲り上げる方向に傾斜する。また、通帳に撓みを与えるこ
とができる。
【００４１】
　さらに、捲りローラ５１が回転すると、捲りローラ５１（高摩擦部材５１ａ）が当接し
ている通帳のページに、ある程度の摩擦力を作用させ、このページを捲り上げる（図８参
照）。そして、捲りローラ５１が１回転すると、バネ５５の付勢力によって、受け部材５
３が元の位置に戻る（図９参照）。これにより、押し上げ部材５４の先端も搬送路３２の
下側に下がる。このとき、通帳の捲り上げられたページは、その先端が捲りローラ５１の
上に載っている。
【００４２】
　このように、通帳の先端部がページを捲る方向に傾斜し、捲りローラ５１がこの傾斜に
沿ってページを捲り上げるので、すなわち、ページを捲り上げる方向に摩擦力を作用させ
るので、捲るページの剛性による影響が抑えられる。また、押し上げ部材５４により、通
帳に撓みを与えているので、略確実にページを１枚ずつ捲ることができる。したがって、
信頼性の向上が図れる。
【００４３】
　記帳機１は、この状態で搬送ユニット３により、通帳を印字位置に戻す。印字位置側へ
の搬送が開始された通帳は、右側の搬送ローラに挟持されるとき、今回捲り上げられたペ
ージについては、挟持しない（図１０参照）。さらに、通帳が印字位置側に搬送され、通
帳の背山が、ページ捲りローラ５１よりも印字位置側に達すると、今回捲り上げたページ
が背山の反対側に倒れる（図１１参照）。したがって、印字位置に戻った通帳は、今回捲
られたページが開いている。
【００４４】
　なお、ガイド板５６は、通帳の後端がページ捲りローラ５１よりも印字位置側に達した
後に戻せばよい。
【００４５】
　記帳機１は、印字ユニット４で中断していた取引内容の記帳を再開する。その後、再度
、取引内容を記帳しているページの最終行に取引内容を記帳すると、上述したページ捲り
動作を行う。また、通帳に対する取引内容の記帳が完了すると、搬送ユニット３が通帳を
通帳挿入口３１に搬送し、利用者に返却する。
【００４６】
　また、上記の例では、ページ捲りローラ５１が受け部材５３を押圧して回動させるとし
たが、ソレノイド等の駆動原を用いて回動させてもよい。この場合、ページ捲りローラ５
１が通帳の開かれているページに当接する前に、受け部材５３を回動すればよい。
【００４７】
　また、図１２、および図１３に示すように、シャフト５２に、受け部材５３を押圧して
回動させる押圧部材５９を取り付けてもよい。この場合も、ページ捲りローラ５１が通帳
の開かれているページに当接する前に、押圧部材５９が受け部材５３を押圧し回動する構
成とすればよい。この場合、押圧部材５９は、受け部材５３を押圧していない初期位置（
図１２に示す位置）と、受け部材５３を押圧し、ストッパで制限される保持位置（図１３
に示す位置）と、の間で回動するように構成すればよい。
【００４８】
　なお、この発明にかかるページ捲りユニット５は、上述した記帳機１だけでなく、処理
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する冊子のページを捲るユニットとして、様々な機器に適用できる。また、記帳機１は、
公知の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）等に組み込んでもよい。
【符号の説明】
【００４９】
　１…記帳機
　２…制御ユニット
　３…搬送ユニット
　４…印字ユニット
　５…ページ捲りユニット
　３１…通帳挿入口
　３２…搬送路
　３３…搬送ローラ
　３３ａ…駆動ローラ
　３３ｂ…従動ローラ
　５１…ローラ
　５１ａ…高摩擦部材
　５２…シャフト
　５３…部材
　５３ａ…回動軸
　５３ａ，５６ａ…回動軸
　５４…部材
　５５…バネ
　５６…ガイド板
　５６ａ…軸
　５７…開口部
　５９…押圧部材
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